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(57)【要約】
【課題】簡易な方法により、基板両面間の十分な熱伝導
容量を確保するとともに、基板表面の均一な金属メッキ
層を確保することができるプリント基板の熱伝導構造を
提供する。
【解決手段】プリント基板の熱伝導構造は、絶縁基板材
１の両面に設けた金属箔による導体層２と、これら両面
の導体層２と共に絶縁基板材１に形成した貫通孔Ｈに充
填した熱伝導部材３とからなり、この熱伝導部材３と共
に導体層２の表面に金属メッキ層４を形成して構成され
、上記熱伝導部材３は、貫通孔Ｈから突出する長さＬに
形成した柱状部材を同貫通孔Ｈに嵌合配置して構成する
とともに、その軸線方向のプレス加工処理により、貫通
孔Ｈの両端開口の導体層２の内周面に及ぶ塑性変形部３
ａを形成したものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板材（１）の両面に設けた金属箔による導体層（２）と、これら両面の導体層（
２）と共に絶縁基板材（１）に形成した貫通孔（Ｈ）に充填した熱伝導部材（３）とから
なり、この熱伝導部材（３）と共に導体層（２）の表面に金属メッキ層（４）を形成した
プリント基板の熱伝導構造において、
上記熱伝導部材（３）は、貫通孔（Ｈ）から突出する長さ（Ｌ）に形成した柱状部材を同
貫通孔（Ｈ）に嵌合配置して構成するとともに、その軸線方向のプレス加工処理により、
貫通孔（Ｈ）の両端開口の導体層（２）の内周面に及ぶ塑性変形部（３ａ）を形成してな
ることを特徴とするプリント基板の熱伝導構造。
【請求項２】
前記熱伝導部材（３）は、貫通孔（Ｈ）の形状寸法および嵌合条件とによって得られる関
係条件を満たす長さ（Ｌ）の金属ピンによって構成したことを特徴とする請求項１記載の
プリント基板の熱伝導構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁基板の両面の導体層間を熱伝導部材によって接続したプリント基板の熱
伝導構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載の如く、絶縁基板の両面に銅箔による導体層を設け、絶縁基板の貫通
孔に熱伝導部材を圧入することによって両面の導体層の間を一体化することにより、発熱
部品の放熱手段を構成したプリント基板の熱伝導構造が知られている。
【０００３】
　このプリント基板は、両面銅張りの絶縁基板に貫通孔を形成し、この貫通孔に対応する
形状の放熱部材を圧入固定し、それぞれの面に金属メッキ層を形成し、エッチングによっ
て回路パターンを形成するとともに、放熱部材の周囲を含む金属メッキ層を残存させて電
子部品搭載用のダイパターンを形成する一連の工程によって製造する。
【０００４】
　上記製造工程により、形状精度を要しない簡易な丸棒状の放熱部材を圧入する簡易な加
工により、発熱デバイスを実装したプリント基板の背面側に及んで熱拡散可能な放熱手段
を形成することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３１７４３９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記製造方法によるプリント基板の貫通孔に圧入された放熱部材は、貫
通孔の内周面との間に数μｍから数十μｍの隙間が残留し、この隙間により導体層との間
の熱伝導抵抗が避けられないことから、基板両面間の十分な熱伝導を確保することができ
ないという問題があり、また、導体層との間の電気抵抗により放熱部材の端面部に十分な
金属メッキ層が得られないという問題があった。このような問題により、圧入による上記
熱伝導構造は、特段の放熱板を要しないことによる構成の小型化・薄型化のための有力手
段であるにも拘わらず、適用範囲が限られたものとなっていた。
【０００７】
　本発明の目的は、簡易な方法により、基板両面間の十分な熱伝導容量を確保するととも
に、基板表面の均一な金属メッキ層を確保することができるプリント基板の熱伝導構造を
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提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に係る発明は、絶縁基板材の両面に設けた金属箔による導体層と、これら両面
の導体層と共に絶縁基板材に形成した貫通孔に充填した熱伝導部材とからなり、この熱伝
導部材と共に導体層の表面に金属メッキ層を形成したプリント基板の熱伝導構造において
、上記熱伝導部材は、貫通孔から突出する長さに形成した柱状部材を同貫通孔に嵌合配置
して構成するとともに、その軸線方向のプレス加工処理により、貫通孔の両端開口の導体
層の内周面に及ぶ塑性変形部を形成してなることを特徴とする。
【０００９】
　上記プリント基板の貫通孔から突出する長さの熱伝導部材を貫通孔に嵌合配置した上で
、貫通孔のそれぞれの開口内周面に塑性変形部が密接する程度にプレス加工することによ
り、導体層と塑性変形部とが一体化されて両者間の電気抵抗および熱伝導抵抗が小さく抑
えられることから、熱伝導部材を介して両面の導体層の間の熱と電気の伝導性が確保され
るとともに、塑性加工による耐久性が確保される。
【００１０】
　請求項２に係る発明は、請求項１の構成において、前記熱伝導部材は、貫通孔の形状寸
法および嵌合条件とによって得られる関係条件を満たす長さの金属ピンによって構成した
ことを特徴とする。
　上記熱伝導部材は、所定の関係条件を満たす長さの金属ピンを用いることにより、適正
なプレス加工によって基板の保護とともにほぼ平坦な熱伝導部が確保される。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に係る発明プリント基板は、プリント基板の貫通孔から突出する長さの熱伝導
部材を貫通孔に嵌合配置した上で、貫通孔のそれぞれの開口内周面に塑性変形部が密接す
る程度にプレス加工することにより、導体層と塑性変形部とが一体化されて両者間の熱伝
導抵抗および電気抵抗が小さく抑えられることから、熱伝導部材を介して両面の導体層の
間の熱と電気の伝導性が確保される。
【００１２】
　したがって、上記構成のプリント基板の熱伝導構造は、基板両面間の十分な熱伝導容量
を簡易なプレス加工によって確保することができる上に、熱伝導部材の両端の塑性変形部
を導体層の表面と共通レベルに研磨加工することにより、一様なメッキ電流による一様厚
さの金属メッキ層を形成することができる。
【００１３】
　請求項２に係る発明のプリント基板は、請求項１の効果に加え、熱伝導部材として所定
の関係条件を満たす長さの金属ピンを用いることにより、適正なプレス加工によって基板
の保護とともにほぼ平坦に熱伝導部が確保されるので、その両端面の研磨処理によって平
坦なメッキ層による回路パターンの形成が可能となるので、最小限度の加工コストで所定
の放熱特性と電導特性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】各製造工程における基板断面図（ａ）～（ｈ）
【図２】拡大断面による作用説明図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　上記技術思想に基づいて具体的に構成された実施の形態について以下に図面を参照しつ
つ説明する。
　図１は、プリント基板の熱伝導構造の各製造工程における基板断面図（ａ）～（ｈ）で
ある。
　先ず、図１（ａ）に示すように、エポキシガラス板等の絶縁基板材１の両面に銅板によ
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る導体層２，２を接着した上で、ドリル等により全板厚Ｔに及ぶ貫通孔Ｈを形成する（図
ｂ）。
【００１６】
　この貫通孔Ｈにその板厚Ｔを越える長さＬの軟質銅ピン等による柱状の熱伝導部材３を
挿入した上で（図ｃ）、プレス治具Ｐ等を介して熱伝導部材３を塑性域まで加圧する（図
ｄ）ことにより、熱伝導部材３を拡径変形し、その両端部を導体層２，２にそれぞれ圧接
する（図ｅ）。
【００１７】
　次いで、熱伝導部材３の両端面Ｓ、Ｓを導体層２，２の表面レベルに合わせてそれぞれ
研磨加工した上で（図ｆ）、メッキ加工によりそれぞれの面に電気銅等による金属メッキ
層４，４を形成する（図ｇ）。この金属メッキ層４，４および導体層２，２をエッチング
処理によって所要の回路パターンを形成した上で（図ｈ）、所要の発熱デバイスを実装す
る。
【００１８】
　上記の一連の工程において、基板の貫通孔Ｈにその板厚Ｔを越える長さＬの柱状の熱伝
導部材３を挿入配置した上で、熱伝導部材３を塑性域まで加圧（図ｄ）することにより、
熱伝導部材３の両端部を導体層２，２にそれぞれ圧接する（図ｅ）ことにより、各導体層
２，２と熱伝導部材３との間の隙間が解消されて、熱伝導部材３の伝導性が生かされると
ともに、耐久性が確保される。
【００１９】
　すなわち、導体層２，２を両面に設けたプリント基板の貫通孔Ｈから突出する長さＬの
熱伝導部材３を貫通孔Ｈに嵌合配置した上で、図２の拡大断面による作用説明図に示すよ
うに、少なくとも、それぞれの導体層２，２の厚さと対応する部分の塑性変形部３ａ、３
ａが貫通孔Ｈの開口内周面に密接するようにプレス加工することにより、導体層２，２と
塑性変形部３ａ、３ａとが一体化されて両者間の熱伝導抵抗および電気抵抗が小さく抑え
られることから、熱伝導部材３を介して両面の導体層２，２の間の熱と電気の伝導性が確
保される。
【００２０】
　したがって、上記構成のプリント基板の熱伝導構造は、基板両面間の十分な熱伝導容量
を簡易なプレス加工によって確保することができる上に、熱伝導部材３の両端面を導体層
２，２の表面と共通レベルに研磨加工することにより、その導電性によって熱伝導部材３
の両端面にもメッキ電流が確保されて段差なく一様厚さの金属メッキ層４，４を形成する
ことができる。
【００２１】
　また、熱伝導部材３は、貫通孔Ｈの形状寸法と嵌合条件とによって定まる関係条件に沿
ってその長さＬを規定することにより、適正なプレス加工によって基板の保護とともに十
分な熱伝導性が確保され、さらに、僅かな研磨処理によって表面の平坦化が可能となるの
で、最小限度の加工コストで所定の放熱作用を確保することができる上に、温度変化受け
ても機械的な一体化により耐久性が確保される。
【００２２】
　このように、上述の構成による熱伝導構造は、放熱板等の特段の構成部材を要すること
なく、基板の背面に及ぶ熱伝導性を確保することができるので、構成の小型化・薄型化の
ための有力手段としての広汎な適用が可能となる。また、プリント基板の部品実装面と半
田面との間で大電流が流れるスルーホールに適用することにより、熱伝導部材による大き
な電流容量によって温度上昇を抑えることができる。
【００２３】
　具体的な構成例をあげれば、板厚が１．６ｍｍのガラスエポキシ基板に、直径１ｍｍ～
１５ｍｍのアニール処理した銅ピンを適用した場合について、放熱性と電流容量において
良好な結果が得られており、直径１ｍｍ未満についても上記同様の取扱いが可能であり、
また、アルミニューム、鉄その他の展性延性を有する熱伝導性金属材料についても、銅に
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準じた取扱いが可能なことから、その説明を省略する。
【００２４】
　このような放熱性と電流容量を確保しうるプリント基板の適用分野については、ＬＳＩ
、ＩＣ、ＬＥＤ、ＴＲ、Ｄ、抵抗、コイル、パワー半導体モジュール、パワーＴＲ等に幅
広く適用が可能となり、特に、耐用年数が放熱性能によって左右される照明用の発光ダイ
オード、熱による誤動作を起こしやすいＬＳＩ、ＩＣについて、放熱性と電流容量の点か
ら大きな効果が見込まれる。
【符号の説明】
【００２５】
　１　　　絶縁基板材
　２　　　導体層
　３　　　熱伝導部材
　３ａ　　塑性変形部
　４　　　金属メッキ層
　Ｈ　　　貫通孔
　Ｌ　　　長さ
　Ｐ　　　プレス治具
　Ｓ　　　端面
　Ｔ　　　板厚

【図１】 【図２】
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